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思いやりと交流で創る　新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY
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国勢調査を実施します
～わが国が人口減少社会となって実施する最初の国勢調査です～

社会福祉課　医療費助成グループ　　☎52-1112

ご理解を
お願い
いたします。

携帯サイトは
こちら！

●国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
●平成22年国勢調査は、我が国が本格的な人口減少社会となって
実施する最初の国勢調査で、日本の未来を考えるために欠くことの
できない最新の人口・世帯の実態を明らかにする重要な調査です。
●調査結果は、さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、
生活環境の整備など、私たちの暮らしのために役立てられます。
●９月23日から、調査員が世帯を訪問して調査票を配布します。
●記入いただいた調査票は、封筒に入れて封をした上で調査員に渡し
ていただくか、市役所に郵送で提出していただきます。

栃木県の人口　２,０１６,６３１人

下野市の人口
旧南河内町　２０,８７３人
旧石橋町　　２０,４９４人
旧国分寺町　１７,７６５人
合計　　　　５９, 1３２人

前回 平成１７年の国勢調査

人口予想クイズに応募しよう！

※前回調査時は合併前のため、
　旧３町の各人口です。

問題「平成２２年国勢調査で明らかになる
　　　栃木県総人口は何人でしょう？」
1.応募は専用はがき（市役所設置）又は郵政はがきで
　郵送していただくか、電子メールで送ってください。
2.応募は１人１通とし、予想人口は１つとする。
3.はがき又はメールには、予想人口、住所、氏名、
　電話番号を記載してください。
4.締切は、10月7日（木）（はがき：当日消印有効　メール：当日受信まで）
　（応募先）

　すべての世帯が調査票を封筒
に入れ、封をして提出します。
調査員が調査票の中身を見るこ
とはありません。

前回（平成17年）調査
からの大きな変更点

封入提出方式が全面導入されます

　皆さまが容易に調査票を提出
できるように調査員に提出する
か、郵送で提出するか世帯が選
択します。

郵送で提出できるようになります 【入賞商品】
1等　県産品30,000円相当（1名）
2等　　〃　20,000円相当（3名）
3等　　〃　10,000円相当（5名）
4等　　〃　 5,000円相当（12名）
トリ子賞　〃　 500円相当（200名）

【入賞者の決定】
入賞者は人口速報値（平
成23年2月予定）によっ
て決定します。
【入賞者発表】
入賞者が決定次第、住所
及び苗字を公表します。

県統計課マスコット
統計トリ子

調査の流れ ９月２３日～３０日　
調査票の配布

１０月１日
調査期日

１０月１日～７日
調査票の回収

国勢調査については、平成22年国勢調査広報サイト
「国勢調査e-ガイド」をご覧ください。

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htm

　これまでパスポートの手続きは県の旅券センター等
で行っていましたが、10月1日（金）から市役所市民
課の窓口で、申請受付・交付（受け取り）ができるよ
うになります。
※下野市に本籍のある方は、申請に必要な戸籍の全
部事項証明（謄本）または個人事項証明（抄本）が、
同じ市民課の窓口で交付を受けられます。
※市役所では、写真を撮れませんので、パスポート
用の写真を撮影のうえお越しください。
●申請・交付の場所
　国分寺庁舎市民課窓口・南河内庁舎市民課窓口
　石橋庁舎市民課窓口
●申請受付・交付の時間
　月曜日から金曜日の午前8時30分～午後5時15分
※土・日曜日及び祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
を除く。
次の延長窓口でも申請受付・交付を行います。
国分寺窓口…月曜日、南河内窓口…水曜日、
石橋窓口…金曜日
時間はいずれも午後5時15分～7時です。

●対象者
・下野市に住民登録をしている方
・県外に住民登録をしているが、学生・単身赴任
等で下野市に居住している方
●県の窓口の取り扱い
　県の窓口（10か所）は、9月30日（木）で申請
の受付を終了し、10月1日（金）からは交付のみと
なり、10月29日（金）で終了します。
　旅券センターを除く窓口（9か所）で申請された
パスポートは、11月以降は旅券センター（ＪＲ宇都
宮駅構内）で受領することになります。
　旅券センターは、来年1月から県庁本館15階に
移転します。
●問い合わせ先
　栃木県旅券センター　☎028（638）3811
　市民課　　　　　　  ☎（40）5557

10月1日からパスポート窓口を開設します

登録の申請手続きはお済みですか？登録の申請手続きはお済みですか？登録の申請手続きはお済みですか？登録の申請手続きはお済みですか？登録の申請手続きはお済みですか？
　市では下記のとおり各種医療費の助成を行っています。

　助成を受けるためには、あらかじめ登録の手続きをする必要があります。受給資格に該当する方は、

お問い合わせのうえ、手続きをされますようお願いします。

問い合わせ先 

こども
医療費助成制度

出生や転入した日から、15歳に到達後の最初の
3月31日まで

妊産婦
医療費助成制度

ひとり親家庭
医療費助成制度

重度心身障がい者
医療費助成制度

母子手帳交付月の初日から、出産や流産した月の
翌月末日まで

18歳に到達後の最初の3月31日までの子を扶養
するひとり親家庭の親と子（所得制限があります）

①1・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方
②A1・A2の療育手帳をお持ちの方
③知能指数50以下かつ3・4級の身体障がい者
　手帳をお持ちの方

各医療機関で支払った保険
診療分の医療費から、高額
療養費や附加給付金を控除
した額を、申請により助成し
ます。

手当の種類 受給資格等 制度の内容

はがき　〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20　栃木県県民生活部
　　　　　　　　　　　　　　  統計課　人口予想クイズ　係
電子メール  22census@pref.tochigi.lg.jp

クイズＨＰアドレス　http://www.pref.tochigi.lg.jp/pref/toukei/toukei/

問い合わせ先 総合政策室  情報広報グループ　　40-5550


